
新たに知事監視製品に指定したもの

知事監視製品 86製品 ※詳細は別添のとおり

　　※知事監視製品総指定数（令和3年4月20日時点）

県民の皆様へ

知事監視製品とは

※主な規制の概要

※1　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例

※2　和歌山県薬物の濫用防止に関する条例第11条第1項

　薬物の濫用から県民の皆様の健康と安全を守るとともに、県民が平穏にかつ安心して暮らすことがで
きる健全な社会の実現を図ることを目的として、平成２４年１２月２８日に制定された。

　知事は、第2条第7号に掲げる薬物のうち、その名称、使用方法等の表示内容、販売場所、販売方
法、広告その他の情報から、その用途及び使用方法に反して、吸入、吸引、摂取その他の方法により
身体に使用されるおそれがあると認めるものを知事監視製品として指定することができる。

　お香などと称し身体に使用しないものとして販売されているが、興奮、幻覚、陶酔等の作用を及ぼす
ことがインターネットのホームページに掲載されるなど、その製品の用途及び使用方法に反して、身体
に使用されるおそれがあるもの

購
入
者

○購入時の誓約書の提出
　　（提出先）
　　　　県内店舗で購入→販売業者
　　　　県外店舗・インターネットで購入→知事 違反者に「警告」

警告に従わない者に
「過料５万円以下」

○誓約書・説明書の内容遵守

販
売
業
者

○販売業の届出 違反者に「警告」
　　　　　　↓
警告に従わない者に、
「販売等中止命令」

命令に違反した者に
「罰金２０万円以下」

○販売時の使用方法等の説明・説明書の交付

○販売時の誓約書の受取 　

令和 3 年 4 月 21 日
記 者 発 表

知事監視製品の新規指定をします

　4月20日、「和歌山県薬物の濫用防止に関する条例※1」第11条第1項※2の規定に基づき、下
記危険ドラッグを新たに「知事監視製品」に指定しました。
　「知事監視製品」に指定された製品は、購入する際に誓約書の提出などが必要です。

知事監視製品
現在の指定数 2433製品
今までの指定数 2617製品

問い合わせ先

担当課 薬務課

担当者 辻、橋本
ＴＥＬ：０７３－４４１－２６６３

「危険ドラッグ」は、使用がやめられなくなったり、死亡例を含む健康被害や異
常行動を引き起こす場合があり、麻薬や覚醒剤と同様に大変危険な薬物です。
けっして身体に摂取又は使用しないでください。
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（１） （２） （３） （４）

　次の写真を付して、「【420ハー
ブティー】マシュマローハーブ
ティーStrong」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「NEO
CRISTALIUS 2PLUS」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「SEXY TIMES」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「RED
ZONE」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

（５） （６） （７） （８）

　次の写真を付して、「LOVE」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「Burning」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「クリスタル
スピード　αⅡ」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「クリスタル
スピードγ」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液
体のもの。

（９） （１０） （１１） （１２）

　次の写真に示すとおり、「極」と
表示のある製品であって、その
内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、「拡張
フィスト」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「マゾ
ヒストXP」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「ドライ
@オーガズム」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

（１３） （１４） （１５） （１６）

　次の写真に示すとおり、「姦」と
表示のある製品であって、その
内容物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、
「ゴールドフィンガー」と表
示のある製品であって、その
内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「直
昇」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「トコロ
テンXXX」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

令和3年4月20日指定　知事監視製品一覧
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（１７） （１８） （１９） （２０）

　次の写真に示すとおり、「煙
艶」と表示のある製品であって、
その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「娼魔ドラスラー」と表示の
ある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「とろと
ろ」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「ケツ
マン狂」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（２１） （２２） （２３） （２４）

　次の写真に示すとおり、「GAY
STAR」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「GAY
GOMEON」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「GAY
CLASSICS」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、
「FIRE&ICE」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
植物片のもの。

（２５） （２６） （２７） （２８）

　次の写真を付して、「LOVE
WINS」の名称で販売される製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「Revival」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「OXI-
EMF 95%」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「Gay
Erotica」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

（２９） （３０） （３１） （３２）

　次の写真を付して、「RAW」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「HORROR」と表示のある製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「EXPLICIT EROTICA」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、
「GLAM」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。
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（３３） （３４） （３５） （３６）

　次の写真に示すとおり、
「TIGER BOSS」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Splash」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、「wet
pussy」と表示のある製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、
「DAMEGE(ダメージ)」の名称で
販売される製品であって、その
内容物が液体のもの。

（３７） （３８） （３９） （４０）

　次の写真を付して、「KINK(禁
句)」の名称で販売される製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「Z7
SUPERLUSH」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真を付して、「Butter
DOG」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「PARALLEL BRAIN TONIC」と
表示のある製品であって、その
内容物が固体のもの。

（４１） （４２） （４３） （４４）

　次の写真に示すとおり、
「NONSTOP JET」と表示のある
製品であって、その内容物が粉
末のもの。

　次の写真を付して、「POTION
ORIGINAL 2nd」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Bunny
Buster」と表示のある製品であって、
その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「POWER
BULK」と表示のある製品であって、
その内容物が植物片のもの。

（４５） （４６） （４７） （４８）

　次の写真に示すとおり、「Miracle
Lemon Shot」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「あわゆき」
と表示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「Vim Night」の
名称で販売される製品であって、そ
の内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「ULTIMATE
BROKEN 3rd」の名称で販売される
製品であって、その内容物が液体の
もの。
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（４９） （５０） （５１） （５２）

　次の写真に示すとおり、
「PLATINUM R2」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真に示すとおり、「DEATH
KISS」と表示のある製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「PHANTOM
ENCORE」の名称で販売される製品
であって、その内容物が植物片のも
の。

　次の写真を付して、「HYDRA」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が液体のもの。

（５３） （５４） （５５） （５６）

　次の写真に示すとおり、
「Tricky Trick」と表示のある製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「CLAM BOMB」と表示のある製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真を付して、「CLIT
SPARK」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「RED
Special Edition」の名称で販売さ
れる製品であって、その内容物
が液体のもの。

（５７） （５８） （５９） （６０）

　次の写真に示すとおり、
「SHOUT 2」と表示のある製品
であって、その内容物が粉末の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「SUPER CRAVE」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

　次の写真を付して、
「ORGASMIC EX」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が液体のもの。

　次の写真を付して、「非売品多
数有り 合法パウダー5個パック」
の名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

（６１） （６２） （６３） （６４）

　次の写真を付して、「非売品多
数 合法パウダー3個パック」の
名称で販売される製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「VANQUISH KIVA V5」と表示
のある製品であって、その内容
物が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fuck
Bunny」と表示のある製品であっ
て、その内容物が粉末のもの。

　次の写真を付して、「OMEGA
DIVER」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。
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（６５） （６６） （６７） （６８）

　次の写真に示すとおり、
「PLASMA SHOCK」と表示のあ
る製品であって、その内容物が
粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MYSTIC SYNDROME」と表示
のある製品であって、その内容
物が液体のもの。

　次の写真を付して、「BLACK
OUT」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固体の
もの。

　次の写真に示すとおり、
「ECSTASIX EX」と表示のある
製品であって、その内容物が植
物片のもの。

（６９） （７０） （７１） （７２）

　次の写真に示すとおり、
「MIND DOWN」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「PURPLE
HAZE」の名称で販売される製
品であって、その内容物が液体
のもの。

　次の写真に示すとおり、
「MOUTON STAR LABEL」と表
示のある製品であって、その内
容物が粉末のもの。

　次の写真に示すとおり、
「Dripping Wet」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

（７３） （７４） （７５） （７６）

　次の写真を付して、「Monkey
HAZE by Dr.WESTAIN」の名称
で販売される製品であって、そ
の内容物が液体のもの。

　次の写真に示すとおり、「Fly
More EXTRA GRADE」と表示の
ある製品であって、その内容物
が植物片のもの。

　次の写真に示すとおり、「JOY
MASTER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真を付して、「Gray
hacker」の名称で販売される製
品であって、その内容物が粉末
のもの。

（７７） （７８） （７９） （８０）

　次の写真に示すとおり、「HI-
FI HOPPER」と表示のある製品
であって、その内容物が植物片
のもの。

　次の写真を付して、「BLACK
DIAMOND」の名称で販売され
る製品であって、その内容物が
液体のもの。

　次の写真を付して、「last SEX
spark」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「LUSH
FOG」の名称で販売される製品
であって、その内容物が固体の
もの。
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（８１） （８２） （８３） （８４）

　次の写真に示すとおり、
「GROOVING FLOW」と表示の
ある製品であって、その内容物
が液体のもの。

　次の写真を付して、「Hawaiian
SMOG」の名称で販売される製
品であって、その内容物が植物
片のもの。

　次の写真を付して、「BAD
GIRL」の名称で販売される製品
であって、その内容物が液体の
もの。

　次の写真を付して、「合法匂玉
VS-CHEMISTRY」の名称で販
売される製品であって、その内
容物が固形状のもの。

（８５） （８６）

　次の写真に示すとおり、「Night
HUNTER」と表示のある製品で
あって、その内容物が液体のも
の。

　次の写真に示すとおり、
「WEEDY TIME」と表示のある製
品であって、その内容物が植物
片のもの。


